
監査委員公表第１号 

 地方自治法第１９９条第４項の規定により，令和５年度定期監査

を執行したので，同条第９項の規定により，その結果を，次のとお

り公表する。 

   令和６年２月２０日 

         海田町監査委員     永 海 房 雄 

         海田町監査委員     大髙下 光 信 

 

（案）  



定期監査報告書 

第１ 監査の対象 

対象部局 対象期間 

企画部 企画課 

新庁舎整備室 

令和５年８月末 

魅力づくり推進課 

財政課 

総務部 総務課 

税務課 

収税対策室 

防災課 

デジタル推進課 

町民生活課 

環境センター 

福祉保健部 

 

住民課 令和５年９月末 

社会福祉課 

福祉事務所 

こども課 

つくも保育所，ひまわり

プラザ，町民センター，海

田児童館，海田東児童館 

長寿保険課 

健康づくり推進課 

建設部 都市整備課 令和５年１０月末 

建設課 

上下水道課 

教育委員会 学校教育課 

海田小学校，海田東小学

校，海田南小学校，海田西

小学校，海田中学校，海田

西中学校 

令和５年１１月末 

生涯学習課 

海田公民館，織田幹雄記

念館，海田東公民館，図書

館，ふるさと館 

 

 



第２ 監査の実施期間 

  令和５年１０月１７日から令和６年１月１７日まで 

 

第３ 監査の着眼点 

  財務及び事務事業の執行等が法令に適合し正確であるか，また効率的・効果的に行

われているか。 

 

第４ 監査の実施内容 

  監査に当たっては，あらかじめ資料の提出を求め，関係資料の検査及び照合により 

 審査するとともに，関係職員から説明を聴取して実施した。 

  監査は海田町監査委員監査基準に準拠して実施した。 

 

第５ 監査の結果 

第１から第４に掲げる事項のとおり監査した結果，次のとおり事務の一部に改善を

要する事項が認められたため，必要な措置を講じ，適正な事務処理に改められたい。 

なお，その他の事務については，関係法令等に基づきおおむね適正に執行されてい

たが，軽微な事務処理誤り等については，監査時に改善を求めた。 

 

【総務部】 

町民生活課 

  ⑴ 海洋漂着物等地域推進事業費補助金について 

   海洋漂着物等地域推進事業費補助金については，これまで空き缶等散乱ごみ追放

キャンペーンを対象事業として補助金の交付を受けていたところであるが，当該事

業が補助事業に該当しないことが判明したことから，令和５年度予算に計上されて

いない。 

事業内容を工夫すれば補助事業に該当する可能性があることから，財源確保の観

点からも今後の事業内容について検討されたい。 

  

【福祉保健部】 

⑴ 随意契約について 

   業者が特定されている場合の１者見積りにおいて，「○○業務一式 ○○万円」と詳

細な明細がなく金額のみ記載された見積書等により契約されている事案が見受けられ

た。随意契約においても，見積金額の妥当性を判断する必要性があることから，人件

費等が記載された詳細な見積書の提出を求めるよう改められたい。 

 

 



長寿保険課 

  ⑵ 海田町社会福祉施設あんしん応援金給付事業について 

   令和５年度海田町社会福祉施設あんしん応援金（介護・障害福祉サービス等事業所

分）給付要綱（令和５年海田町告示第 70号）第 9条には，給付金の給付に当たって４

つの条件を付することとされているにもかかわらず，各施設への給付決定通知書に給

付の条件が明記されていなかった。給付に際して，給付決定通知書に給付条件を明記

するよう改められたい。 

 

【建設部】 

 上下水道課 

⑴ 水道料金及び下水道料金の減免について 

  水道料金及び下水道料金については，海田町給水条例施行規程（令和５年海田町上

下水道事業管理規程第 10 号）第 35 条及び海田町下水道条例施行規程（令和５年海田

町上下水道事業管理規程第 13 号）第 23 条の規定に基づいて，障害者又は障害者と同

一の世帯に属する者に対し，使用料の減免措置を講じているところである。 

施設入所や死亡等により，減免対象でなくなった者については，年に１回の調査に

より，上下水道課でその事実を把握した翌月の使用料から徴収している旨の説明を受

けた。 

しかし，使用料の減免は，その対象期間に限るべきであり，減免対象でなくなった

期日から上下水道課が把握するまでの期間減免することは不適切である。減免対象で

なくなった月の翌月分の使用料から遡って徴収するよう改められたい。 

    

第６ 監査意見 

  財務事務については，これまでも調定遅れ及び支出負担行為漏れ等について，その都

度，口頭で指摘し，改善を求めてきたところであるが，未だに同様の事案が見受けられ

ることは真に遺憾である。これまでも財務事務の適正な処理については，注意喚起を行

っていることは承知しているが，今一度，適正な財務処理について徹底を図っていただ

きたい。 


